
山口都市計画道路の変更について

令和７年８月８日（金）
山口市都市整備部都市整備課

議案第１号 説明資料



１．都市計画道路「一本松朝倉線」の概要
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●『一本松朝倉線』の位置
本路線（黒線）は、湯田温泉街
エリアの東側に位置し、市道東山

通り下矢原４号線から国道９号

を経て、朝倉町へ至る湯田温泉

地域を南北に結ぶ重要な幹線道

路です。

●都市計画変更の箇所に
ついて
県道宮野大歳線から市道東山
通り下矢原４号線間（赤線）の約

５２０ｍ区間が今回の変更箇所と

なります。

山口市

（1）概要

湯田小学校

幅員変更箇所
（L＝約520m）

こんこんパーク

温泉街エリア

住居エリア

住居エリア



２．都市計画決定の変更について

●道路に求められるニーズの多様化
人口減少や超高齢化社会の到来において、単なる移
動する手段としての社会インフラから、誰もが自由に移

動でき、交流や社会参加が可能となるような歩道空間

の確保が求められています。

（1）背景

●山口市のまちづくり計画における位置づけ
湯田温泉街エリアは温泉街と住宅地が隣接している都
市型温泉地として観光、宿泊・飲食機能、地元住民の居

住機能などが集積していることから、温泉街エリアへの

アクセス性の強化により、湯田温泉の魅力が高まること

でさらなる賑わいの創出を図ります。

【都市軸】自動車の主要導線(主要幹線道路)
【都市軸】鉄道
【交流軸】自動車の主要導線(外周道路)
【交流軸】歩車共存の導線
回遊イメージ

凡例

温泉街エリア

図 山口市都市核づくりビジョンより抜粋
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山口市



2．都市計画決定の変更について

（２）道路幅員変更について

【変更前の道路幅員構成】

【変更後の道路幅員構成】
道路幅員16mが必要になります。

(単位：mm)

(単位：mm)
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山口市

●歩行空間の確保
誰もが安心で快適に移動できる歩道空間の確

保のため、歩道部（縁石含む）を2.5ｍから3.5

ｍに拡幅します。

※ 自転車歩行者道：自転車及び歩行者が通行できる

道路の部分

●停車帯の確保
本路線の交通量や道路上の停車需要を考慮し、

最小限の1.5mの停車帯を設けます。

※ 停車帯：車両の停車用に設けられる場所

●右折レーンの設置
３箇所ある交差点に右折レーンを設けます。



２．都市計画決定の変更について

県道宮野大歳線から市道東山通り下矢原４号線に接続する間の約５２０ｍ区間について、道路幅員１２
ｍを１６ｍに変更します。
また、道路形状について交差点①は既存の道路形状と整合性を図り、交差点③は道路構造令に遵守し、
交差角を９０度として接続し、道路線形を決定しています。

4

（３）道路計画を変更する区間について

山口市

山口刑務所

都市計画道路 一本松朝倉線 延長L＝約520m

幅員W=16m

湯田交番
交差点① 交差点② 交差点③

凡例
変更前
変更後
変更なし



区域

一本松朝倉線
山口市
前町

山口市
朝倉町

山口市
楠木町

2,347m 地表式 2車線 16.0ｍ 幹線街路と平面交差　3箇所

12m 1,245m
16m 1,102m

一本松朝倉線
山口市
前町

山口市
朝倉町

山口市
楠木町

約2,350m 地表式 2車線 16.0m 幹線街路と平面交差　3箇所

12m 約730ｍ
16m 約1,620ｍ

構造

幅員の内訳

3･4･8

幹
線
街
路

新

幅員の内訳

旧

延長路線名 幅員構造形式

3･4･8

起点
主な
経過地

番号
地表式の区間における鉄道等と

の交差の構造

種
別

旧
新

名称 位置

終点
備考

車線の数

２．都市計画決定の変更について 山口市

（４）一本松朝倉線計画書
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一本松朝倉線は山口市前町から山口市楠木町を経由し、山口市朝倉町に至る幹線街路であり、当初
計画は昭和１２年に都市計画決定され、昭和３５年の変更後に現在の計画に至っています。
本路線周辺では、湯田温泉などの地域資源を活用したまちづくりが進められており、湯田温泉への
アクセス性や広域交通ネットワーク機能の強化が求められています。
こうしたことから、道路構造の見直しが必要となったため、区間の一部におい幅員を変更するもの
です。

（５）変更理由
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山口市３．今後の都市計画手続きについて

素案の縦覧・説明会 公聴会

案の縦覧(２週間)

□素案の縦覧

令和７年５月１日～５月２３日

閲覧者数９名

□説明会

①湯田地域交流センター

令和７年５月１４日１９時 参加者２９名

②小郡地域交流センター

令和７年５月１５日１４時 参加者３名

□公聴会

公述申出書なしのため非開催

都市計画審議会の開催

本日
□計画案の縦覧

令和７年６月２３日～７月７日

□閲覧者数

なし

□意見書提出

なし

山口県知事との協議

都市計画の変更の告示



山口都市計画市場の変更について

令和７年８月８日（金）
山口市都市整備部都市計画課

議案第２号 説明資料



山口市

1

都市計画市場とは

 法に定める都市施設(法第11条)には、道路、公園、水道、河川など15
項目の施設が掲げられており、そのうちの一施設として「市場」があり
ます。

 本市では、以下の施設を山口都市計画市場として都市計画決定してい
ます。

1 山口市営鮮魚青果卸市場（東山二丁目）

2 山口花き地方卸売市場（嘉川）

3 阿知須魚市場（阿知須）

4 秋穂地区水産物荷捌施設（秋穂）



山口市
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阿知須魚市場（位置図）

阿知須魚市場

山口きらら博記念公園

阿知須総合支所

井関川

面積：約1,400㎡
阿知須港



山口市
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阿知須魚市場について

 阿知須魚市場は旧阿知須町唯一の集出荷場であり、旧町内の水産物需
要に対する重要な役割を果たすとともに、旧町内の経済の一翼を担っ
ており、地方卸売市場の機能の充実を図り、水産物の安定供給を図る
ことを目的として、昭和59年に都市計画決定を行いました。

 現在、市場機能は防府地方卸売市場へ統合されています。

備 考面 積位 置
名 称

市場名番号

取扱量

1,200㎏/日

約1,400㎡山口市阿知須字築地阿知須魚市場3



山口市
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秋穂地区水産物荷捌施設（位置図）

秋穂総合支所秋穂地区水産物荷捌き施設

面積：約2,000㎡

秋穂地域交流センター
市立秋穂図書館

秋穂湾

秋穂漁港



山口市
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秋穂地区水産物荷捌施設について

 秋穂地区水産物荷捌施設は秋穂漁協と秋穂新生漁協を統合し、当時整
備された漁港内に新施設を構え、新時代の流通機構に即応できる販売
体制を確立し、生産地市場としての水産物荷捌施設が円滑に機能する
ことによって地域漁業の発展を図ることを目的として、昭和51年に都
市計画決定を行いました。

 現在、市場機能は防府地方卸売市場へ統合されています。

備 考面 積位 置
名 称

市場名番号

取扱量

1,238ｔ/年

約2,000㎡山口市秋穂東

字藤田新町

秋穂地区

水産物荷捌施設

4



山口市
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都市計画変更（廃止）の経緯

昭和47年 第 1次 山口県卸売市場整備計画 策定
昭和51年 第 2次 〃

昭和57年 第 3次 〃

～
平成24年 第 9次 〃

平成29年 第10次 〃

～

 市場の整備は卸売市場法(第6条第1項)の規定により定められる「卸売
市場の整備を図るための計画(都道府県卸売市場整備計画)」に基づき
行われます。

 市場の整備（新築、増築等）にあたっては、都市計画にその敷地の位置
を決定する必要がありました。

← 秋穂 位置付

← 秋穂 計画終了

← 阿知須 統廃合

← 阿知須 位置付



山口市
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都市計画変更（廃止）の経緯

①現状の卸売市場機能の消失

□ 市場を取り巻く情勢の変化
・少子高齢化 ・人口減少 ・食糧消費の減少
・生産者の減少 ・施設の老朽化 ・取扱量の減少 等

□ 市場機能の統合
「阿知須魚市場」、「秋穂地区水産物荷捌施設」を廃止し、
「山口県漁協防府地方卸売市場」へ市場機能を統合

都市計画変更（廃止）の理由



山口市
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都市計画変更（廃止）の経緯

□ 市場機能統合に伴う当該市場の廃止の届出
・阿知須魚市場 廃止届（平成25年）
・秋穂地区水産物荷捌施設 休止届（令和2年）

・山口県農林水産部が都市計画の廃止を明確化（令和6年）

都市計画変更（廃止）の理由

②当該地の卸売市場としての土地利用の見込みの消失

□ 山口県卸売市場整備計画の計画終了
・卸売市場法改正に伴い、整備計画を終了

・今後、市場としての施設計画がないことが明確化



山口市
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都市計画の変更（廃止）の理由

３.阿知須魚市場

本市場は、地方卸売市場としての機能の充実を図り、水産物の安定的供
給を行うことを目的として、昭和59年に都市計画決定を行いました。

現在は、生産者の減少に伴い取扱量が減少したことで市場の運営が困難
となったことから、他市場と統合がなされており、卸売市場としての機能
はなく、今後、市場としての土地利用の計画がないことから、本市場を廃
止するものです。

４.秋穂地区水産物荷捌施設

本市場は、流通機構に即応できる販売体制を確立し、生産地市場として
の水産物荷捌施設が円滑に機能することによって、地域漁業の発展を図
ることを目的として、昭和51年に都市計画決定を行いました。

現在は、施設の老朽化や取扱量が減少したことで市場の運営が困難と
なったことや市場の集約化による販売体制の強化を図ることから、他市
場と統合がなされており、卸売市場としての機能はなく、今後、市場とし
ての土地利用の計画がないことから、本市場を廃止するものです。



山口市
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都市計画変更の手続きの経緯

素案の縦覧・説明会 公聴会
□素案の縦覧
令和7年5月1日～5月23日 閲覧者無
□説明会
①小郡地域交流センター
令和7年5月13日15時30分 参加者無
②白石地域交流センター
令和7年5月13日18時 参加者無

□公聴会
公述申出書なしのため非開催

本日

都市計画審議会の開催

都市計画の変更(廃止)の告示

案の縦覧(2週間)

□案の縦覧
令和7年6月23日～7月7日
□閲覧者数
なし

□意見書提出
なし

山口県知事との協議



山口都市計画
居住環境向上用途誘導地区の決定

令和７年８月８日（金）
山口市都市整備部都市計画課

議案第３号 説明資料



１ 山口市版「立地適正化計画」の概要

山口市版「立地適正化計画」
「山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画」の策定（平成３１年４月）

１

※参考（用語の説明）

居住誘導区域

都市機能誘導区域

●居住誘導区域
市内各地の居住地と都市機能
誘導区域をつなぐ、本市にお
ける公共交通の利便性の維持、
向上を図ることを目的に、居
住を誘導し人口密度を特に高
める区域

●都市機能誘導区域
本市では効率的なサービスの
提供を図る目的で、都市核
を中心として、総合病院、大規
模な商業施設等の広域から利
用される高次都市機能を誘
導・集約する区域

区域を決定する位置

宮野地域桜畠（県立大学跡地）

●市役所

●宮野駅



 分 野 集積すべき施設 

新山口駅から半径１ｋｍ圏域

産業機能集積ゾーン 

医療 地域医療支援病院 

医療 二次救急病院 

教育 専修学校・各種学校 

教育 高等学校※１、大学※１ 

商業 床面積 3,000m2 を超える商業施設 

娯楽・文化 劇場、映画館等 

交通 バスターミナル 
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「山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画」の改定（令和７年４月）

〇主な改定内容

〇居住環境向上施設を位置付け

〇都市機能誘導施設（広域集客）と判断される店舗の検討

 分 野 集積すべき施設 

早間田交差点１ｋｍ圏域 

医療 地域医療支援病院 

医療 二次救急病院 

医療 血液センター 

教育 専修学校・各種学校 

教育 高等学校※１、大学※１ 

交通 バスターミナル 

亀山周辺ゾーン 
教育文化 市民会館 

教育文化 図書館、博物館、美術館 

中心商店街ゾーン 
商業 床面積 3,000m2 を超える商業施設 

娯楽・文化 劇場、映画館等 

大内文化ゾーン 
文化 歴史を学ぶ拠点施設 

文化 伝統産業及び伝統産業継承施設 

情報文化ゾーン 
情報文化 情報教育・学習施設 

情報文化 情報関連研究施設、情報文化施設 

湯田温泉ゾーン 健康増進 温泉を活用した健康増進・保養施設 

・本市が定める都市機能誘導施設①居住環境向上施設を位置付け
②防災指針の策定
③農山村エリア等の居住環境に関する考え方を追記

①豊かな暮らしの維持に必要な施設
・周辺住民の生活を支える上でなくてはならない生鮮食料品
を取り扱う店舗。
・今後進行していく高齢化社会において徒歩圏内で利用可能
とすべき施設

②周辺の住環境に配慮した施設
・周辺の住環境を害するおそれのない、もしくは有効に居住
環境を保全するための対策を講じることができる施設。

〇居住環境向上施設

床面積3,000㎡を超
える商業施設は広域
からの利用が想定さ
れるものとして位置
付けている。居住環境向上施設

日用品の販売を主たる目的とする店舗で、
その用途に供する部分の床面積の合計が
３，０００㎡を超えないもの。

日常生活を支える
生活利便施設

２ 「立地適正化計画」の改定の概要（第３３回審議）



第３３回都市計画審議会
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立地適正化計画の改定

第３４回都市計画審議会

都市計画の決定

（ 居住環境向上用途誘導地区の決定）

（ 居住環境向上施設の位置付けを審議）

（ 居住環境向上施設を計画へ位置付け）

※建築基準条例を定めることにより、建築基準法上で効力を発揮（都市計画決定と条例の告示を同日で行う）

令和６年１０月

令和７年８月８日

令和７年４月

令和８年３月頃（予定）

３ 都市計画決定までの流れについて



山口県立大学南キャンパス跡地
都市計画決定予定地
【居住環境向上用途誘導地区（議案３号）】

山口市立
宮野中学校

4

●宮野駅

●市役所

４ 都市計画決定の区域について
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宮野地域桜畠（県立大学跡地）

徒歩圏内を１ｋｍとして検討した場合、
主として生鮮食料品を取り扱う店舗が
付近にない（宮野地域）

主に生鮮食料品
を取り扱う店舗

５ 都市計画決定を行う区域の現状



店舗等の床面積が
500㎡以下で2階以
下の店舗

第一種中高層住
居専用地域に建
てられる店舗

店舗等の床面積が
1,500㎡以下で2階
以下の店舗

第二種中高層住
居専用地域に建
てられる店舗

表1

用途地域の指定状況

当該用途地域では、一定規模以上の店舗等の立地が制限されており、生鮮食料品を取り扱う店
舗の立地が難しい状況となっています。

6

６ 都市計画決定を行う区域の用途地域の指定状況
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・生鮮食料品を取り扱う店舗の規模の一覧

〇日常生活に必要な規模の店舗の検討 〇都市機能誘導施設（広域集客）と判断される店舗の検討

 分 野 集積すべき施設 

早間田交差点１ｋｍ圏域 

医療 地域医療支援病院 

医療 二次救急病院 

医療 血液センター 

教育 専修学校・各種学校 

教育 高等学校※１、大学※１ 

交通 バスターミナル 

亀山周辺ゾーン 
教育文化 市民会館 

教育文化 図書館、博物館、美術館 

中心商店街ゾーン 
商業 床面積 3,000m2 を超える商業施設 

娯楽・文化 劇場、映画館等 

大内文化ゾーン 
文化 歴史を学ぶ拠点施設 

文化 伝統産業及び伝統産業継承施設 

情報文化ゾーン 
情報文化 情報教育・学習施設 

情報文化 情報関連研究施設、情報文化施設 

湯田温泉ゾーン 健康増進 温泉を活用した健康増進・保養施設 

 
 分 野 集積すべき施設 

新山口駅から半径１ｋｍ圏域

産業機能集積ゾーン 

医療 地域医療支援病院 

医療 二次救急病院 

教育 専修学校・各種学校 

教育 高等学校※１、大学※１ 

商業 床面積 3,000m2 を超える商業施設 

娯楽・文化 劇場、映画館等 

交通 バスターミナル 

 

・本市が定める都市機能誘導施設

床面積3,000㎡を超
える商業施設は広域
からの利用が想定さ
れるものとして位置
付けている。

店舗 床面積
A店 4,000㎡
B店 4,000㎡
C店 3,500㎡
D店 3,400㎡
E店 2,800㎡
F店 2,700㎡
G店 2,700㎡
H店 2,700㎡
I店 2,500㎡
J店 1,800㎡
K店 1,600㎡
L店 1,600㎡
M店 1,600㎡
N店 1,200㎡
O店 1,100㎡
P店 740㎡
Q店 550㎡

1,500㎡超

1,500㎡以下

山口県立大
学跡地の用
途地域では
立地ができ
ない規模の
店舗

床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡を超えない範囲で、
主に生鮮食料品を取り扱う店舗の誘導が必要

７ 都市計画に定める「建築物等の誘導すべき用途」
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都市計画決定の区域

８ 都市計画決定の区域について（計画図）



（議案３号）

山口県立大学の移転跡地は、本市立地適正化計画において都市の居住者の居住を誘導する居住誘
導区域に指定しており、山口市都市計画マスタープランにおいて、周辺環境と調和し、地域住民の生
活利便の向上に資する土地利用を促進することとしている。
こうしたことから、移転跡地において、近隣住民の生活環境の保全及び生活利便性向上を目的とし
て、日用品の販売を主たる目的とする店舗を誘導するため、居住環境向上用途誘導地区の決定を行
う。

理 由 書

9

９ 計画書、変更理由
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本日

都市計画審議会の開催

都市計画の決定の告示

案の縦覧(2週間)

□案の縦覧
令和7年6月23日～7月7日
□閲覧者数
なし

□意見書提出
なし

山口県知事との協議

素案の縦覧・説明会 公聴会
□素案の縦覧
令和7年5月1日～5月23日 縦覧１名
□説明会
①小郡地域交流センター
令和7年5月13日14時00分 参加者無
②白石地域交流センター
令和7年5月13日19時 参加者無

□公聴会
公述申出書なしのため非開催

１０ 都市計画決定手続きの経緯


